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私たち税理士法人中央青山は、全世界144カ

国に12万人のスタッフを擁する世界最大級の

会計事務所プライスウォータハウスクーパー

ス(PwC)の日本におけるメンバーファームで

す。日本最大級のタックスアドバイザーとして、

公認会計士、税理士等約300人のスタッフから

成る専門家集団であり、そのうち約70名が金

融部に所属しています。  

PwCのグローバルネットワークの価値を最大

限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Moneyと

してご満足をいただけるサービスを提供するこ

とが私たちの理念です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を
前提としておりますので、個別案件への応用また

はより専門的な案件の取引への取組に際しまし

ては、是非私どもの金融部を皆様の良きパートナ

ーとしてご利用下さい。 
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法人事業税の外形標準課税について 
 

 

 

先にお伝えしているとおり、一定の法人の法人事業税について

は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度から資本割、付加

価値割および所得割から構成される外形標準課税が適用されま

す。したがって、3月決算法人については平成17年3月期から、12

月決算法人については平成17年12月期から、適用が開始されま

す。 

 

外形標準課税が適用されない法人には、事業税として所得割の

みが課されます。外形標準課税を受けないよう資本金額を変更

したほうが有利か否かは、各社のおかれている状況により異なり

ます。しかし、税務上の欠損金額を有している法人であれば、外

形標準課税を受けないほうが有利であるといえます。 

 

本ニュースレターでは、外形標準課税の適用有無の判定および

資本割の計算上の留意点について概説します。 

 

 

 

1. 外形標準課税の適用の有無の判定における留意点 
 

外形標準課税が適用される法人は、資本の金額または出資金額

（以下、「資本金額」）が1億円を超える法人（投資法人および特定

目的会社など一定の法人を除く。）とされています。資本金額が1億

円を超えるかどうかの判定は、各事業年度終了の日（清算中の法

人はその解散の日）の現況によって行います。したがって、期首に

資本金額が1億円を超えていた法人であっても、減資により当該事

業年度終了の日における資本金額が1億円以下となった場合に

は、当該法人は当該事業年度において外形標準課税の対象となり

ません。たとえば、減資が無償減資により行われ、資本積立金額が

同額増加する場合であっても、減資後の資本金額が1億円以下と

なる場合には外形標準課税の対象となりません。 



 (2)

なお、減資手続は、債権者に対する異議催告の公告期間などが商法上で要求されており、一定の期間を要

する点にご留意ください。 
 
外国法人についても、内国法人と同様に資本金額が 1億円を超える場合には、外形標準課税の適用となり
ます。外国法人の日本支店が外形標準課税の対象となるか否かの判定は、当該外国法人の資本金額を、

当該事業年度終了の日の対顧客直物電信売買相場の仲値により換算した円換算額を用いて行います。こ

の判定は全社ベースの資本金額を用いて行われ、日本支店の持込資本金額は用いない点にご留意くださ

い。 
 
 
2. 資本割の計算における留意点 
 

資本割は、原則として各事業年度終了の日における資本金額と資本積立金額の合計額（以下、「資本等の

金額」）に税率を乗じて計算されます。清算中の会社は、解散の日における資本金額が1億円を超え外形標

準課税の適用がある場合において、付加価値割および所得割は課されますが、資本割は課されません。 

 

外国法人の日本支店の場合、外形標準課税の適用の判定には外国法人全体の資本金額を使用しますが、

資本割の課税標準の額は、当該外国法人の資本等の金額に当該外国法人全体の従業員数に対する日本

国内の事業所における従業員数の割合を乗じて求めます。 

 
また、平成13年4月1日以後に無償減資または資本準備金の取崩しによる欠損填補を行った法人に対する資

本割の課税標準については、平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する各事業年度分の

事業税に限り、当該欠損填補に充てた金額を資本等の金額から控除する特例措置が設けられています。  

 

より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡ください。 
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